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以
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３
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２
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５
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所
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市民の皆さんの意見を募集（パブリック・コメント）
　パブリック・コメントとは、市が政策などを決め
る場合、あらかじめその内容を公表し、市民の皆さ
んの意見を募集するものです。
　市民参加によるまちづくりを進めるため、次の素
案などに関する意見・要望を、郵送、ファックス、

電子メールなどで受け付けます。
　詳しくは、素案などと併せて配布する実施要領を
ご覧ください。下の表のとおり配布するほか、市ホー
ムページでもご覧いただけます。

まち・ひと・しごと創生「昭島市総合戦略」（素案） 
市の人口動向・将来人口分析や中長期の将来展望を
示した人口ビジョンと、平成27 ～ 31年度の５か年
の政策目標・施策を示した総合戦略を策定するもの
です。
☆詳しくは、企画政策課へ。

＊ 素案・実施要領の配布＝12月21日から、市役所企画政策課のほか、
下の共通場所で
※ 郵送による請求は、250円切手を貼った返信用封筒（Ａ４サイズ
の冊子が入るもの／住所・氏名を記入）を同封し、〒196-8511　
市役所企画政策課へ
＊ 意見・要望の提出＝１月22日（消印有効）まで

一般廃棄物減量及び再利用の促進等に関する事項（中間のまとめ） 
市民・事業者・市が協働して循環型のまちづくりを
進めるため、平成28 ～ 37年度を計画期間とする第
四次一般廃棄物（ごみ）処理基本計画を策定します。
これについて諮問を受けた廃棄物減量等推進審議会
が、答申案として取りまとめたものです。
☆詳しくは、ごみ減量係（環境コミュニケーション
センター内）☎546-5300へ。

＊ 中間のまとめ・実施要領の配布＝12月15日から、市役所環境課、
清掃センターのほか、下の共通場所で
※ 郵送による請求は、140円切手を貼った返信用封筒（Ａ４サイズ
の冊子が入るもの／住所・氏名を記入）を同封し、〒196-0001美
堀町３- ８- １　ごみ減量係へ

＊ 意見・要望の提出＝１月13日（消印有効）まで

学校給食運営のあり方について（答申案） 
学校給食運営のあり方について諮問を受けた学校給
食運営審議会が、学校給食運営基本計画として取り
まとめた答申案です。
☆詳しくは、学校給食運営計画担当（学校給食共同
調理場内）☎541-8041へ。

＊  答申案・実施要領の配布＝12月15日から、学校給食共同調理場、
市役所学校給食課収納係のほか、下の共通場所で
※ 郵送による請求は、250円切手を貼った返信用封筒（Ａ４サイズ
の冊子が入るもの／住所・氏名を記入）を同封し、〒196-0033東
町２- ２-29　学校給食共同調理場内 学校給食運営計画担当へ
＊ 意見・要望の提出＝１月15日（消印有効）まで

スポーツ推進計画（案） 
スポーツを通して心身ともに健康で明るく豊かな生
活を送ることを目指し、スポーツ基本法に基づいて
策定するものです。
☆詳しくは、スポーツ振興係（総合スポーツセンター
内）☎544-4152へ。

＊ 案・実施要領の配布＝12月15日から、下の共通場所で
※ 郵送による請求は、250円切手を貼った返信用封筒（Ａ４サイズ
の冊子が入るもの／住所・氏名を記入）を同封し、〒196-0033東
町５-13- １　総合スポーツセンター内 スポーツ振興係へ
＊ 意見・要望の提出＝１月15日（消印有効）まで

【 共通場所】 市役所総合案内カウンター、東部出張所、市民交流センター、松原町コミュニティセンター、勤労商工市民センター、
あいぽっく、各高齢者福祉センター、環境コミュニケーションセンター、水道部、各市立会館、総合スポーツ
センター、市民図書館、KOTORIホール（市民会館）・公民館


